
  
 
 

第
一
章 

名
称
お
よ
び
事
務
所 

第
一
条 

こ
の
会
は
、
東
富
水
小
学
校
父
母
と
先
生
の
会
（
Ｐ
・
Ｔ
・
Ａ
）
と
い
い
、

事
務
所
を
東
富
水
小
学
校
内
に
置
く
。 

 

第
二
章 

目
的
お
よ
び
活
動 

第
二
条 

こ
の
会
は
、
父
母
と
先
生
と
が
協
力
し
て
家
庭
と
学
校
と
社
会
に
お
け
る
児

童
の
幸
福
な
成
長
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

第
三
条 

こ
の
会
は
、
前
条
の
目
的
を
と
げ
る
た
め
に
次
の
活
動
を
す
る
。 

一
、
よ
い
父
母
、
よ
い
先
生
と
な
る
よ
う
努
め
る
。 

二
、
家
庭
と
学
校
と
の
緊
密
な
連
絡
に
よ
っ
て
児
童
の
生
活
を
指
導
す
る
。 

三
、
児
童
の
生
活
環
境
を
よ
く
す
る
。 

四
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
社
会
教
育
の
振
興
を
た
す
け
る
。 

五
、
学
校
に
対
す
る
公
費
に
よ
る
適
正
な
支
持
を
確
保
す
る
こ
と
に
協
力
す
る
。 

 

第
三
章 

方 
 

針 

第
四
条 

こ
の
会
は
、
教
育
を
本
旨
と
す
る
民
主
団
体
と
し
て
次
の
方
針
に
従
っ
て
活

動
す
る
。 

 

一
、
児
童
、
青
少
年
の
教
育
な
ら
び
に
福
祉
の
た
め
に
活
動
す
る
他
の
団
体
お
よ
び

機
関
と
協
力
す
る
。 

 

二
、
特
定
の
政
党
や
宗
教
に
か
た
よ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
も
っ
ぱ
ら
営
利
を
目
的
と

す
る
よ
う
な
行
為
は
行
わ
な
い
。 

 

三
、
こ
の
会
ま
た
は
こ
の
会
の
役
員
の
名
で
、
公
私
の
選
挙
の
候
補
者
を
推
薦
し
な

い
。 

 

四
、
学
校
の
人
事
及
び
管
理
に
干
渉
し
な
い
。 

 

第
四
章 

会
員
及
び
会
費 

第
五
条 

こ
の
会
の
会
員
は
、
東
富
水
小
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
の
父
母
ま
た
は
こ
れ

に
代
わ
る
者
お
よ
び
東
富
水
小
学
校
に
勤
務
す
る
教
職
員
と
す
る
。 

第
六
条 

会
員
は
す
べ
て
平
等
の
権
利
・
義
務
を
有
し
、
一
世
帯
に
つ
き
一
口
数
の
会

費
を
負
担
す
る
。
但
し
、
事
情
に
よ
り
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
七
条 

会
費
は
一
口
を
年
額
三
千
六
百
円
と
し
、
原
則
と
し
て
年
一
回
、
五
月
に
納

め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
月
額
は
三
百
円
と
し
、
月
に
満
た
な
い
分
は
こ
れ
を
徴

収
し
な
い
。 

２ 

転
出
の
場
合
に
は
、
納
付
し
た
会
費
を
月
額
で
計
算
し
、
こ
れ
を
返
金
す
る
も
の

と
す
る
。 

 

第
五
章 

経 
 

理 

第
八
条 

こ
の
会
の
活
動
に
要
す
る
経
費
は
、
会
費
、
寄
付
金
、
そ
の
他
の
収
入
に
よ

っ
て
支
弁
す
る
。 

第
九
条 

こ
の
会
の
経
理
は
、
総
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
予
算
に
基
づ
い
て
行
わ
れ

る
。 

第
十
条 

こ
の
会
の
決
算
は
、
会
計
監
査
を
経
て
総
会
に
報
告
し
、
承
認
を
得
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

第
十
一
条 

こ
の
会
の
会
計
年
度
は
毎
年
四
月
一
日
か
ら
始
ま
り
、
翌
年
の
三
月
三
十

一
日
に
終
わ
る
。 

 

第
六
章 

役 
 

員 

第
十
二
条 

こ
の
会
の
役
員
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

会
長
一
名
、
副
会
長
三
名
（
父
母
・
教
員
）、
書
記
二
名
（
父
母
・
教
員
）
、 

会
計
二
名
（
父
母
・
教
員
） 

 
 

令
和
二
年
度
か
ら
の
組
織
変
革
期
の
円
滑
な
運
営
の
為
、
特
例
副
会
長
を
複
数

名
置
く
。 

２ 

役
員
は
他
の
役
員
、
会
計
監
査
委
員
ま
た
は
選
挙
管
理
委
員
を
兼
ね
る
こ
と
が
で

き
な
い
。 

第
十
三
条 

役
員
の
選
出
に
つ
い
て
は
、
細
則
で
定
め
る
。 

第
十
四
条 

役
員
の
任
期
は
一
年
と
す
る
。
但
し
再
任
を
妨
げ
な
い
。 

２ 

役
員
は
引
続
い
て
、
他
の
役
員
に
選
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

役
員
は
、
次
年
度
以
降
の
役
員
お
よ
び
班
員
を
辞
退
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

役
員
に
欠
員
を
生
じ
た
る
場
合
は
本
会
則
に
基
づ
い
て
選
出
す
る
。
但
し
、
そ
の

任
期
は
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

第
十
五
条 

会
長
は
、
次
の
職
務
を
行
う
。 

 

一
、
総
会
、
役
員
会
お
よ
び
運
営
委
員
会
を
招
集
し
、
主
宰
す
る
。 

 

二
、
他
の
役
員
お
よ
び
校
長
の
意
見
を
聞
い
て
、
活
動
班
の
班
長
お
よ
び
副
班
長
を

委
嘱
す
る
。 

 

三
、
運
営
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
臨
時
活
動
班
の
班
長
お
よ
び
副
班
長
を
委
嘱
す

る
。 

 

四
、
役
員
・
会
計
監
査
委
員
候
補
者
推
薦
班
、
選
挙
管
理
委
員
お
よ
び
会
計
監
査
委

員
の
集
会
を
除
く
す
べ
て
の
集
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

る
。 

２ 

会
長
は
、
役
員
・
会
計
監
査
委
員
候
補
者
指
名
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
お
よ
び

会
計
監
査
委
員
の
集
会
を
除
く
す
べ
て
の
集
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。 

第
十
六
条 

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務

を
代
行
す
る
。 

第
十
七
条 

書
記
は
次
の
職
務
を
行
う
。 

 

一
、
総
会
お
よ
び
運
営
委
員
会
の
議
事
な
ら
び
に
こ
の
会
の
活
動
に
関
す
る
重
要
事

項
を
記
録
す
る
。 

 

二
、
記
録
通
信
そ
の
他
の
書
類
を
保
管
す
る
。 

 

三
、
会
長
に
指
示
に
従
っ
て
、
こ
の
会
の
庶
務
を
行
う
。 

第
十
八
条 

会
計
は
次
の
職
務
を
行
う
。 

 

一
、
総
会
で
決
定
し
た
予
算
に
基
づ
い
て
、
い
っ
さ
い
の
会
計
事
務
を
処
理
す
る
。 

 

二
、
四
月
総
会
に
お
い
て
、
会
計
監
査
委
員
の
監
査
を
経
た
決
算
報
告
を
す
る
。 

 

三
、
こ
の
会
の
財
産
を
管
理
す
る
。 

 

第
七
章 

会
計
監
査
委
員 

第
十
九
条 

こ
の
会
の
経
理
を
監
査
す
る
た
め
に
三
名
の
会
計
監
査
委
員
を
置
く
。 

第
二
十
条 

会
計
監
査
の
選
出
に
つ
い
て
は
、
細
則
で
定
め
る
。 

第
二
十
一
条 

会
計
監
査
委
員
は
中
間
お
よ
び
年
度
末
に
定
期
監
査
を
行
い
、
ま
た
必

要
が
あ
れ
ば
随
時
監
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
二
条 

会
計
監
査
委
員
の
任
期
は
一
年
と
す
る
。 

 

第
八
章 

選
挙
管
理
委
員
会 

第
二
十
三
条 

役
員
お
よ
び
会
計
監
査
委
員
の
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た

め
、
三
名
の
選
挙
管
理
委
員
を
置
く
。 

第
二
十
四
条 

選
挙
管
理
委
員
は
、
ふ
れ
あ
い
行
事
班
の
五
年
生
の
三
名
が
兼
務
す
る
。 

第
二
十
五
条 

選
挙
管
理
委
員
は
、
そ
の
任
務
を
終
了
し
た
と
き
に
解
任
さ
れ
る
。 

 

第
九
章 

役
員
・
会
計
監
査
委
員
候
補
者
推
薦
班 

第
二
十
六
条 

役
員
お
よ
び
会
計
監
査
委
員
の
候
補
者
を
推
薦
す
る
た
め
に
役
員
・
会

計
監
査
委
員
候
補
者
推
薦
班
（
以
下
「
推
薦
班
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

第
二
十
七
条 

推
薦
班
の
班
員
は
、
そ
の
任
務
を
終
了
し
た
と
き
に
解
任
さ
れ
る
。 

 

第
十
章 

総 
 

会 

第
二
十
八
条 

総
会
は
全
会
員
を
も
っ
て
構
成
し
、
こ
の
会
の
最
高
機
関
と
す
る
。 

第
二
十
九
条 

総
会
は
、
定
期
総
会
お
よ
び
臨
時
総
会
と
す
る
。 

２ 

定
期
総
会
は
、
四
月
に
開
催
す
る
。 

３ 

臨
時
総
会
は
、
運
営
委
員
会
が
必
要
と
認
め
た
と
き
、
ま
た
は
会
員
の
十
分
の
一

以
上
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き
開
催
す
る
。 

第
三
十
条 

総
会
は
、
会
員
の
現
在
数
の
五
分
の
一
以
上
出
席
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
議

事
を
開
き
決
議
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

第
三
十
一
条 

総
会
の
議
事
は
出
席
者
の
過
半
数
で
決
す
る
。 

  
 

 

第
十
一
章 

運
営
委
員
会 

第
三
十
二
条 

運
営
委
員
会
は
、
役
員
、
活
動
班
の
代
表
班
、
校
長
お
よ
び
職
員
代
表
、

臨
時
活
動
班
の
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
。（
但
し
、
広

報
カ
メ
ラ
班
、
プ
ー
ル
清
掃
班
、
運
動
会
＆
学
校
清
掃
班
、
ふ
れ
あ
い
行
事
班
は
除

く
。
） 

第
三
十
三
条 
運
営
委
員
会
の
任
務
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

一
、
各
活
動
班
（
推
薦
班
を
除
く
。）
に
よ
っ
て
立
案
さ
れ
た
事
業
計
画
を
審
議
検

討
し
、
総
合
事
業
計
画
を
立
案
す
る
。 

 

二
、
年
度
予
算
案
を
つ
く
り
、
健
全
な
財
政
の
経
営
に
努
め
る
。 

 

三
、
総
会
に
関
す
る
準
備
な
ら
び
に
報
告
書
を
作
成
す
る
。 

 

四
、
必
要
あ
る
場
合
に
は
臨
時
活
動
班
を
設
け
る
。 

第
三
十
四
条 

運
営
委
員
会
は
、
会
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
、
ま
た
は
構
成
員
の
四

分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き
に
開
催
す
る
。 

第
三
十
五
条 

運
営
委
員
会
は
、
委
員
の
現
在
数
の
二
分
の
一
以
上
出
席
し
な
け
れ
ば
、

そ
の
議
事
を
開
き
議
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

第
三
十
六
条 

運
営
委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
者
の
過
半
数
で
決
め
る
。 

 

第
十
二
章 

活
動
班
お
よ
び
臨
時
活
動
班 

第
三
十
七
条 

こ
の
会
の
活
動
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
調
査
、
研
究
、
立
案
を
す
る

た
め
に
活
動
班
を
置
く
。 

２ 

活
動
班
に
つ
い
て
の
必
要
な
事
項
は
、
細
則
で
定
め
る
。 

第
三
十
八
条 

特
別
な
事
項
に
つ
い
て
調
査
、
研
究
を
す
る
た
め
に
臨
時
活
動
班
を
置

く
。 

２ 

臨
時
活
動
班
に
つ
い
て
の
必
要
な
事
項
は
、
細
則
で
定
め
る
。 
 

第
十
三
章 

事
務
職
員 

第
三
十
九
条 

こ
の
会
に
事
務
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
事
務
内
容
そ
の
他
に
つ

い
て
は
、
運
営
委
員
会
に
お
い
て
決
め
る
。 

 

第
十
四
章 

細 
 

則 

第
四
十
条 

こ
の
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
細
則
は
、
こ
の
規
約
に
反
し
な
い
限
り
に

お
い
て
、
運
営
委
員
会
の
議
決
を
経
て
定
め
る
。 

２ 

運
営
委
員
会
は
、
細
則
を
制
定
し
ま
た
は
改
廃
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
結
果
を
次

期
総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
五
章 

規
約
改
正 

第
四
十
一
条 

こ
の
規
約
は
、
総
会
に
お
い
て
出
席
者
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
が
な

け
れ
ば
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
改
正
案
は
総
会
の
開
催
の
少
な
く
と

も
七
日
前
ま
で
に
全
員
に
知
ら
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

付 
 

則 

こ
の
規
約
は
、
昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

昭
和
五
十
年
四
月
二
十
三
日 

一
部
改
正 

昭
和
五
十
三
年
十
二
月
二
十
一
日 

一
部
改
正 

昭
和
六
十
三
年
四
月
二
十
七
日 

一
部
改
正 

 

平
成
七
年
三
月
十
四
日 

一
部
改
正 

 

平
成
十
三
年
三
月
十
二
日 

一
部
改
正 

 

平
成
十
八
年
三
月
六
日 

一
部
改
正 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日 

一
部
改
正 

 

令
和
二
年
一
月
二
十
九
日 

一
部
改
正 

     

小
田
原
市
立
東
富
水
小
学
校
「
父
母
と
先
生
の
会
」（
Ｐ
・
Ｔ
・
Ａ
） 

規 

約 



  
第
一
章 

役
員
、
会
計
監
査
な
ら
び
に
選
挙
管
理
委
員
の
選
挙
お
よ
び
就
任 

第
一
条 

役
員
、
会
計
監
査
委
員
の
選
挙
お
よ
び
就
任
は
左
の
と
お
り
行
わ
れ
る
。 

 

一
、
推
薦
班
員
お
よ
び
選
挙
管
理
委
員
を
、
活
動
開
始
前
に
全
員
に
知
ら
せ
る
。 

 

二
、
推
薦
班
は
、
各
役
員
な
ら
び
に
会
計
監
査
委
員
を
一
月
下
旬
ま
で
に
推
薦
す
る
。 

 

三
、
選
挙
管
理
委
員
は
各
役
員
な
ら
び
に
会
計
監
査
委
員
の
候
補
者
の
氏
名
を
、
二 

 
 

月
上
旬
ま
で
に
全
会
員
に
知
ら
せ
る
。
ま
た
、
選
出
に
関
す
る
そ
の
他
い
っ
さ

い
の
事
務
を
と
り
あ
つ
か
う
。 

 

四
、
右
記
以
外
の
立
候
補
の
意
思
の
あ
る
者
は
、
二
月
中
旬
ま
で
に
選
挙
管
理
委
員

会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

五
、
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
新
た
な
立
候
補
者
が
な
い
と
き
は
、
推
薦
を
受
け
た
候

補
者
が
選
出
さ
れ
た
も
の
と
見
な
し
、
二
月
下
旬
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
全
会
員

に
知
ら
せ
る
。 

 

六
、
候
補
者
の
氏
名
は
、
推
薦
班
員
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
場
合
お
よ
び
第
四
号
の
場

合
も
、
そ
の
氏
名
を
発
表
す
る
前
に
候
補
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

七
、
役
員
お
よ
び
会
計
監
査
委
員
は
、
四
月
一
日
就
任
す
る
。 

 

八
、
役
員
候
補
者
推
薦
班
お
よ
び
選
挙
管
理
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
細
則
第
三
章
に

定
め
る
。 

 

第
二
章 

総 
 

則 

第
二
条 

年
間
計
画
お
よ
び
収
支
予
算
の
審
議
決
定
は
四
月
の
総
会
に
行
う
。 

第
三
条 

会
計
監
査
を
経
た
収
支
決
算
報
告
の
承
認
は
四
月
の
総
会
で
行
う
。 

第
四
条 

総
会
の
場
合
は
そ
の
議
題
を
前
日
ま
で
に
全
会
員
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

第
三
章 

推
薦
班
お
よ
び
臨
時
活
動
班 

第
五
条 

活
動
班
と
し
て
広
報
紙
面
づ
く
り
班
、
広
報
カ
メ
ラ
班
、
校
外
指
導
班
、
安 

全
見
守
り
班
、
プ
ー
ル
清
掃
班
、
プ
ー
ル
開
放
班
、
三
校
合
同
企
画
＆
バ
ザ

ー
班
、
給
食
試
食
班
、
運
動
会
＆
学
校
清
掃
班
、
バ
ザ
ー
班
、
ベ
ル
マ
ー
ク

自
宅
整
理
班
、
ベ
ル
マ
ー
ク
学
校
集
計
班
、
ふ
れ
あ
い
行
事
班
、
役
員
等
候

補
者
推
薦
班
を
お
く
。 

第
六
条 

各
活
動
班
の
班
員
は
会
員
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
会
長
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。 

 
 

一
、
全
会
員
が
毎
年
い
ず
れ
か
の
活
動
班
に
所
属
す
る
。
但
し
、
役
員
候
補
者
推

薦
班
の
班
員
に
つ
い
て
は
、
次
年
度
に
限
り
辞
退
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

二
、
教
職
員
中
よ
り
互
選
に
よ
り
活
動
班
ご
と
に
一
名
以
上
（
但
し
、
役
員
候
補

者
推
薦
班
は
二
名
）
を
選
出
す
る
。 

第
七
条 

各
活
動
班
の
正
副
班
長
お
よ
び
班
員
の
任
期
は
一
年
と
す
る
。
但
し
引
き
続

き
再
任
を
妨
げ
な
い
。 

第
八
条 

臨
時
活
動
班
の
班
員
は
運
営
委
員
会
の
推
薦
に
基
づ
い
て
会
長
が
委
嘱
し

そ
の
任
務
を
終
了
し
た
と
き
解
散
す
る
。 

第
九
条 

推
薦
班
員
は
、
役
員
お
よ
び
会
計
監
査
委
員
の
候
補
者
お
よ
び
選
挙
管
理
委

員
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

第
十
条 

活
動
班
の
任
務
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 1

、  

広
報
紙
面
づ
く
り
班
お
よ
び
広
報
カ
メ
ラ
班
は 

 
 
 
 

会
報
の
発
行
等
に
よ
り
会
の
活
動
実
態
を
会
員
に
知
ら
せ
、
会
員
の
意
識
向

上
に
つ
と
め
る
。 

 

二
、 

校
外
指
導
班
は 

 
 
 
 

児
童
の
校
外
に
お
け
る
生
活
指
導
に
つ
と
め
る
。 

 

三
、 

安
全
見
守
り
班
は 

 
 
 
 

児
童
の
交
通
安
全
を
図
る
。 

 

四
、 

プ
ー
ル
清
掃
班
お
よ
び
プ
ー
ル
開
放
班
は 

 
 
 
 

プ
ー
ル
運
営
お
よ
び
児
童
の
安
全
に
配
慮
す
る
。 

 

五
、 

三
校
合
同
企
画
＆
バ
ザ
ー
班
は
、 

 
 
 
 

泉
中
学
校
お
よ
び
富
水
小
学
校
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
と
連
携
し
、
地
域
社
会
教
育
に
協

力
す
る
。
ま
た
、
バ
ザ
ー
の
運
営
に
協
力
す
る
。 

 

六
、 

給
食
試
食
会
班
は 

 
 
 
 

学
校
給
食
の
安
全
確
保
に
協
力
す
る
。 

 

七
、 

運
動
会
＆
学
校
清
掃
班
は 

 
 
 
 

運
動
会
の
運
営
に
協
力
す
る
。
ま
た
、
学
校
内
の
美
化
に
協
力
す
る
。 

 

八
、 

バ
ザ
ー
班
は 

 
 
 
 

バ
ザ
ー
準
備
お
よ
び
運
営
に
協
力
す
る
。 

 

九
、 

ベ
ル
マ
ー
ク
自
整
理
班
お
よ
び
ベ
ル
マ
ー
ク
学
校
集
計
班
は 

 
 
 
 

児
童
お
よ
び
会
員
の
福
利
厚
生
を
図
る
。 

 

十
、 

ふ
れ
あ
い
行
事
班
は 

 
 
 
 

会
員
の
参
加
す
る
行
事
を
運
営
す
る
。
な
お
、
五
年
の
三
名
は
選
挙
管
理
委

員
を
兼
務
す
る
。 

 

十
一
、
推
薦
班
は 

 
 
 
 

次
年
度
の
役
員
候
補
者
お
よ
び
会
計
監
査
委
員
候
補
者
を
推
薦
す
る
。 

第
十
一
条 

活
動
班
お
よ
び
臨
時
活
動
班
の
活
動
計
画
は
、
必
ず
運
営
委
員
会
に
は
か

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
四
章 

慶
弔
規
定 

第
十
二
条 

慶
弔
規
定
は
別
に
定
め
る
。 

 

第
五
章 

細
則
改
正 

第
十
三
条 

こ
の
細
則
は
、
運
営
委
員
会
に
お
い
て
構
成
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成

が
な
け
れ
ば
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
改
正
案
は
運
営
委
員
会
の
少
な
く

と
も
七
日
前
に
各
構
成
員
に
知
ら
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
改
正
の
結
果
は
、 

次
期
の
総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

    

付 
 

則 

平
成
四
年
十
一
月
九
日 

一
部
改
正 

平
成
七
年
三
月
十
四
日 

一
部
改
正 

平
成
十
八
年
三
月
六
日 

一
部
改
正 

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日 

一
部
改
正 

 
 

改
正
前:

栢
山
・
堀
之
内 

飯
田
岡 

中
曽
根 

蓮
正
寺
一･

二･

三 

蛍
生
会 

 
 

 
 
 

狩
川
・
霞
之
瀬
・
葭
田
住
宅
・
蓮
正
寺
住
宅 

蛍
田
駅
前
・
蛍
田
中
央 

平
成
二
十
六
年
一
月
九
日 

 
 

一
部
改
正 

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
九
日 

 

一
部
改
正 

平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
日 

 

一
部
改
正 

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
一
日 

一
部
改
正 

令
和
二
年
一
月
二
十
九
日 

 
 

一
部
改
正 

             

会
員
相
互
の
親
睦
と
感
謝
の
意
を
表
す
た
め
に
慶
弔
並
び
に
表
彰
関
係
の
内
規
を
次

の
通
り
定
め
る
。 

 

１
．
慶
弔
・
見
舞 

（
１
）
本
会
の
会
員
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
香
料
と
し
て
金
一
万
円
を
贈
り
、
役
員
の

代
表
・
学
校
代
表
が
弔
問
す
る
。 

（
２
）
本
校
職
員
（
調
理
員
・
用
務
員
を
含
む
）
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
香
料
と
し
て

金
一
万
円
を
贈
り
、
役
員
が
弔
問
す
る
。 

（
３
）
本
校
児
童
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
香
料
と
し
て
金
一
万
円
を
贈
り
、
役
員
の
代

表
・
学
校
代
表
（
児
童
を
含
む
）
が
弔
問
す
る
。 

（
４
）
本
校
職
員
（
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
員
の
み
）
の
配
偶
者
・
両
親
（
同
居
者
）・
子
が
死
亡

し
た
と
き
は
、
香
料
と
し
て
金
五
千
円
を
贈
り
役
員
の
代
表
が
弔
問
す
る
。 

（
５
）
Ｐ
Ｔ
Ａ
歴
代
会
長
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
香
料
と
し
て
金
五
千
円
を
贈
り
役
員

の
代
表
・
学
校
代
表
が
弔
問
す
る
。 

（
６
）
本
校
職
員
（
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
員
の
み
）
が
、
疾
病
又
は
傷
害
に
よ
り
長
期
（
三
十
日

以
上
）
休
養
し
た
場
合
は
、
見
舞
と
し
て
金
五
千
円
を
贈
り
、
役
員
の
代
表
が

慰
問
す
る
。 

（
７
）
本
会
の
会
員
が
不
慮
の
災
害
を
被
っ
た
場
合
の
見
舞
は
、
そ
の
都
度
協
議
し
て

決
め
る
。 

（
８
）
特
別
に
考
慮
を
要
す
る
事
項
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
協
議
し
て
決
め
る
。 

 

２
．
表 

彰 

（
１
）
本
会
に
お
い
て
、
表
彰
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
都
度

協
議
し
て
決
め
る
。 

 

３
．
そ
の
他 

（
１
）
こ
の
内
規
の
適
用
を
受
け
た
た
め
の
返
礼
は
、
一
切
辞
退
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
２
）
本
部
役
員
に
は
、
毎
年
年
度
末
に
三
千
円
の
謝
礼
を
贈
る
。 
 

４
．
付 

記 

（
１
）
こ
の
内
規
は
、
昭
和
四
十
五
年
十
月
九
日
か
ら
適
用
す
る
。 

（
２
）
こ
の
内
規
は
、
昭
和
五
十
二
年
十
月
十
六
日 

一
部
改
正
。 

（
３
）
こ
の
内
規
は
、
昭
和
五
十
四
年
七
月
七
日 

一
部
改
正
。 

（
４
）
こ
の
内
規
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日 

一
部
改
正
。 

（
５
）
こ
の
内
規
は
、
平
成
三
年
五
月
九
日 

一
部
改
正
。 

（
６
）
こ
の
内
規
は
、
平
成
七
年
三
月
十
四
日 

一
部
改
正
。 

（
７
）
こ
の
内
規
は
、
平
成
十
一
年
十
一
月
八
日 

一
部
改
正
。 

（
８
）
こ
の
内
規
は
、
平
成
十
二
年
六
月
三
日 

一
部
改
正
。 

（
９
）
こ
の
内
規
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
九
日 

一
部
改
正
。 

（
１
０
）
こ
の
内
規
は
、
令
和
二
年
一
月
二
十
九
日 

一
部
改
正
。 

（
１
１
）
こ
の
内
規
は
、
令
和
三
年
十
月
二
十
一
日 

一
部
改
正
。 

 

細 
 
 
 
 
 
 
 
 

則 

東
富
水
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
慶
弔
・
表
彰
に
関
す
る
内
規 


